
会場では、マスクの 

着用などの感染症対策

をお願いします。 

                

                               
 
 
 
 
 
 

 

■料金および手数料 
 ・新規登録手数料：3,000 円/１匹・狂犬病予防注射：3,100 円/１匹 

 ※料金を事前に確認いただき、つり銭が要らないようご協力をお願いします。 

狂犬病予防集合注射日程表 

  
５月 27 日（金）桂獣医師 

時 間 場 所 時 間 場 所 

9:00 ～ 9:05 13:10 ～ 13:20 

9:10 ～ 9:15 13:25 ～ 13:35 
9:20 ～ 9:25 13:40 ～ 13:50 
9:30 ～ 9:35 14:00 ～ 14:05 

9:50 ～ 10:05 14:10 ～ 14:15 
10:10 ～ 10:20 14:20 ～ 14:25 
10:25 ～ 10:30 14:30 ～ 14:35 

10:35 ～ 10:40 14:40 ～ 14:50 
10:45 ～ 10:55   

11:05 ～ 11:10 

11:20 ～ 11:30 
11:35 ～ 11:40 

５月 25 日（水）津村獣医師 ５月 26 日（木）安藤獣医師 

時 間 場 所 時 間 場 所 

 

9:00  ～ 9:05 9:00  ～ 9:10 
9:10  ～ 9:20 9:15  ～ 9:25 
9:25  ～ 9:30 9:30  ～ 9:40 
9:35  ～ 9:40 9:45  ～ 9:55 
9:45  ～ 9:50 10:00  ～ 10:05 
9:55  ～ 10:00 10:10  ～ 10:15 

10:05  ～ 10:10 10:20  ～ 10:25 
10:15  ～ 10:20 10:30  ～ 10:40 
10:30  ～ 10:35 10:50  ～ 10:55 
10:45  ～ 10:50 11:05  ～ 11:15 
10:55  ～ 11:05 11:20  ～ 11:30 
11:10  ～ 11:15 11:35  ～ 11:45 
11:20  ～ 11:30 13:10  ～ 13:15 
11:35  ～ 11:40 13:20  ～ 13:30 

 

13:10  ～ 13:20 13:35  ～ 13:40 
13:25  ～ 13:35 13:45  ～ 13:55 
13:40  ～ 13:45 13:55  ～ 14:00 
13:50  ～ 13:55 14:05  ～ 14:10 
14:00  ～ 14:10 14:15  ～ 14:25 
14:15  ～ 14:20 14:30  ～ 14:35 
14:25  ～ 14:30 14:40  ～ 14:45 
14:35  ～ 14:40    
14:50  ～ 15:00 
15:05  ～ 15:10 

令和４年度 

狂犬病予防集合注射について 

犬の所有者には、狂犬病予防法によって、生後91日以上の犬の登録と、年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 

市では、狂犬病予防集合注射を以下のとおり実施します。お住まいの地域の近くを回りますので、是非この機会をご利用くだ

さい。犬の新規登録も受け付けておりますので、注射と併せてご利用ください。 

すでに飼い犬の登録がお済みの所有者には、お知らせの文書（狂犬病予防注射通知書兼申請書）を送付しますので、会場へ 

お越しの際には必ずご持参ください。  



  犬に関する届け出のお願い  
 犬も人同様に各種届出が必要です。以降のような場合には、市役所環境政策課もしくは各支所地域振興

室・産業建設室 へ届け出をお願いします。なお、各様式は前記窓口及び、庄原市ホームページ（犬に関する

手続きについて）にて入手できます。（死亡届のみ市役所市民生活課にて様式入手及び届出が可能です） 

新規登録                                              

     ■手数料が一頭につき 3,000 円かかります。 
      ※庄原および三次市内の動物病院では手続きを一括して行えます。 

登録内容の変更  

     ■転入、引越し、譲渡、飼主の死亡など登録内容に変更があった場合はすみやかに届け出てください。 

 
死亡                                                      ｎ          

     ■犬の登録は死亡届提出をもって抹消します。 
      ※鑑札等が手元にあれば届出に添付してください。 

  

 動物は、家族同様の愛情と責任をもって最期まで飼いましょう 

① 犬のフンの始末は、飼い主が責任をもって行いましょう。 

② 犬は、鎖などにつないで飼いましょう。 

③ 散歩をさせるときは、リード（綱など）をつけましょう。 

④ 犬の鑑札や狂犬病予防注射済票は常に飼い犬の首輪につけておきましょう。 

 

 集合注射を受けられない場合   

●個別に動物病院にて狂犬病予防注射を受けてください。 

●受診後、動物病院にて注射済証明書を受け取り、市役所環境政策課もしくは各支所の域振興室・ 

産業建設室で狂犬病予防注射済票の交付を必ず受けてください。 

※庄原および三次市内の動物病院では、狂犬病予防注射済票の交付及び登録の手続きを一括して受けられ

ます。 

※注射済票の交付には注射済証明書と手数料 550 円が必要です。 

 ※犬の登録がない場合や、犬の所在地が庄原市にない場合は、狂犬病予防注射済票を交付できませんので

ご注意ください。 

 ※犬の鑑札及び注射済票の飼い犬への装着は、法律により義務付けられています。 

  ●問い合わせ先 
 環境政策課      〒727-0003 庄原市是松町 20-25    
 西城支所地域振興室 〒729-5722 西城町大佐 737-3     

 東城支所産業建設室 〒729-5121 東城町川東 1175      

 比和支所地域振興室 〒727-0301 比和町比和 1119-1     

 口和支所地域振興室 〒728-0502 口和町向泉 942        

 高野支所地域振興室 〒727-0402 高野町新市 1171-1     

 総領支所地域振興室 〒729-3703 総領町下領家 280-1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

：0824-72-1398 

：0824-82-2181 

：08477-2-5141 

：0824-85-3003 

：0824-87-2113 

：0824-86-2113 

：0824-88-3065 


